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会長 川 上 万一郎     

（ 印 章 省 略 ）     

 

農業者年金加入推進部長の活動実績報告書兼活動記録簿の提出について 

（依頼） 

 

農業者年金事業の推進につきまして、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

さて、農業者年金制度の一層の普及・定着を図るため、加入推進部長を設置し加入

推進活動に取り組んでいただいていることと存じますが、その活動内容につきまして

下記により報告いただきますようよろしくお願いします。   

 

                 記 

１ 報告書類 

加入推進部長の活動実績報告書兼活動記録簿（様式２号） 

  報告書類の様式２号は、(独)農業者年金基金ホームページの「業務受託機関のか 

た」の「理事長通知」の「加入推進」に掲載しております。 

  また、農業会議ホームページの業務コンテンツの農業者年金コーナーの新着情報

＆情報ＢＯＸにも掲載しておりますので、ご活用ください。 

  ただし、様式２号は記載例も兼ねておりますので、記載例部分を削除したうえで

ご利用ください。 

２ 報告期限 

  加入推進部長の活動実績報告書兼活動記録簿（様式２号）については、令和７年

３月から令和８年２月末までの活動につきまして令和８年３月１３日（金）までに

報告ください。 

３ 報告先 

  愛知県農業会議農政課 

   住 所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目 6番 1号（愛知県三の丸庁舎） 

   ＦＡＸ：０５２－９５３－０３９９ 

   メール：m-takahashi@nougyoukaigi.or.jp 

４ 活動経費の額 

（１）設置した加入推進部長に対する活動経費の交付に当たって、農業委員会は「加

入推進部長の加入推進活動実績報告書兼活動記録簿」を作成し、農業会議に提出

する。農業会議は、活動時間の区分に応じた活動経費を交付する。 

   途中で加入推進部長が交代した場合は、活動期間、前任者と後任者合わせた活

動時間に基づき活動費を算出しますので、それぞれ報告書を提出する。 



 

（２）活動時間区分に応じた交付する金額は次のとおり 

   活動時間区分① １０時間以上２０時間未満 ２万円 

   活動時間区分② ２０時間以上３０時間未満 ３万円 

   活動時間区分③ ３０時間以上       ４万円 

 

 

（連絡先 農政課 担当：髙橋・竹内 電話 052-962-2841／fax052-953-0399） 

 


